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規

則

■群
馬
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
二
十
七
号

群
馬
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
群
馬
県
規
則
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

「
第
九
款

東
京
事
務

目
次
中
「
第
九
款

東
京
事
務
所
（
第
四
十
六
条
―
第
四
十
八
条
）
」
を

第
九
款
の
二

世
界

所
（
第
四
十
六
条
―
第
四
十
八
条
）

に
改
め
る
。

遺
産
セ
ン
タ
ー
（
第
四
十
八
条
の
二
―
第
四
十
八
条
の
四
）
」

第
十
三
条
の
二
世
界
遺
産
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

「
世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー

第
二
十
条
第
二
号
中
「
美
術
館
」
を

に
改
め
る
。

美
術
館

」

第
九
款
の
次
に
次
の
一
款
を
加
え
る
。

第
九
款
の
二

世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー

（
業
務
）

第
四
十
八
条
の
二

世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー
は
、
世
界
遺
産
で
あ
る
富
岡
製
糸
場
と
絹
産
業
遺
産
群
の

価
値
、
そ
の
価
値
の
背
景
に
あ
る
群
馬
の
絹
文
化
及
び
国
内
外
の
絹
に
関
す
る
調
査
研
究
及
び
啓

発
を
行
い
、
も
つ
て
富
岡
製
糸
場
と
絹
産
業
遺
産
群
及
び
群
馬
の
絹
文
化
の
継
承
並
び
に
県
民
文

化
の
発
展
に
寄
与
す
る
た
め
の
業
務
を
行
う
。

（
名
称
及
び
位
置
）

第
四
十
八
条
の
三

群
馬
県
立
世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
令
和
元
年

群
馬
県
条
例
第
二
十
一
号
）
に
定
め
る
世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

名
称

位
置

世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー

富
岡
市

（
内
部
組
織
）

第
四
十
八
条
の
四

世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー
に
普
及
調
査
係
を
置
く
。

２

前
項
に
定
め
る
係
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

普
及
調
査
係

一

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

二

世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー
の
管
理
運
営
及
び
所
掌
事
務
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三

情
報
発
信
及
び
普
及
啓
発
に
関
す
る
こ
と
。

四

調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

第
百
七
十
三
条
第
一
項
中
「
防
災
航
空
セ
ン
タ
ー
」
の
下
に
「
、
世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー
」
を
加
え

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
二
十
八
号

群
馬
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
群
馬
県
規
則
第
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
第
二
第
一
号
の
表
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

一
の
二

企
画
部
の
地
域
機
関
等
所
管
事
項

根
拠
法
令
等

委
任
事
項

受
任
者

一

群
馬
県
立
世
界
遺

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
セ
ン
タ
ー
の
利
用
の
制

世
界
遺
産
セ
ン

産
セ
ン
タ
ー
の
設
置

限
又
は
中
止
（
重
要
又
は
異
例
な
場
合
を
除

タ
ー
所
長

及
び
管
理
に
関
す
る

く
。
）

条
例
（
令
和
元
年
群

馬
県
条
例
第
二
十
一

号
）

二

群
馬
県
立
世
界
遺

一

第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
セ
ン
タ
ー

世
界
遺
産
セ
ン

産
セ
ン
タ
ー
の
設
置

の
休
館
日
の
変
更
又
は
臨
時
の
休
館
日
の
設

タ
ー
所
長

及
び
管
理
に
関
す
る

定

条
例
施
行
規
則
（
令

二

第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
セ
ン
タ
ー

和
元
年
群
馬
県
規
則

の
開
館
時
間
の
変
更

第
三
十
四
号
）

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太
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群
馬
県
規
則
第
二
十
九
号

群
馬
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
財
務
規
則
（
平
成
三
年
群
馬
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
企
画
部
の
項
中
「
群
馬
県
東
京
事
務
所
」
の
下
に
「

群
馬
県
立
世
界
遺
産
セ
ン
タ

ー
」
を
加
え
る
。

別
表
第
二
地
域
機
関
等
の
項
中

「

企
画
部

群
馬
県
東
京
事
務
所

行
政
係
長

を
」

「

企
画
部

群
馬
県
東
京
事
務
所

行
政
係
長

に
改

群
馬
県
立
世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー

普
及
調
査
係
長

」

め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

■
群
馬
県
訓
令
甲
第
三
号

県

庁

地
域
機
関

専
門
機
関

群
馬
県
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

群
馬
県
処
務
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
群
馬
県
訓
令
甲
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
近
代
美
術
館
の
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー

主
務
係
長

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
訓
令
甲
第
四
号

県

庁

地
域
機
関

専
門
機
関

群
馬
県
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

群
馬
県
文
書
管
理
規
程
（
昭
和
六
十
一
年
群
馬
県
訓
令
甲
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
第
一
の
２
の
表
企
画
部
の
項
中

「

東
京

事
務

所
東

事

を
」

「

東
京

事
務

所
東

事

に
改
め
る
。

世
界

遺
産

セ
ン

タ

ー

世
界

」

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則

■職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
一
号

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
群
馬
県
人
事
委
員
会

規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
研
究
職
給
料
表
の
項
適
用
す
る
機
関
の
欄

中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
欄

を

18

17

18

18

同
欄

と
し
、
同
欄

を
同
欄

と
し
、
同
欄
５
か
ら

ま
で
を
同
欄
６
か
ら

ま
で
と
し
、
同
欄

19

17

18

16

17

４
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

５

世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー

別
表
第
四
１
大
学
卒
の
部
六
大
学
４
卒
の
項
⑻
中
「独

立
行
政

法
人

国
立

国
際

医
療

研
究
セ

ン
タ

ー

国
立

看
護

大
学

校
看
護

学
部

（旧
国

立
看

護
大

学
校

看
護
学

部
を

含
む

）
」
を
「国

立
研
究

開
。

発
法
人

国
立

国
際

医
療

研
究

セ
ン

タ

ー

国
立
看

護
大

学
校

（旧
独
立

行
政

法
人

国
立

国
際

医
療

研
究

セ
ン
タ

ー

国
立
看

護
大

学
校

及
び

旧
国

立
看

護
大

学
校

を
含

む

）看
護
学

部

」
に
改
め
、
同
項
⒅

。

中
「都

道
府

県
立

農
業

者
研

修
教

育
施

設

（農
業

改
良

助
長

法
施

行
令

（昭
和
２

７
年

政
令

第
１

４

８
号

）第
３
条

に
基

づ
き

農
林

水
産

大
臣
の

指
定

す
る

教
育

機
関

を
い

う
以

下
同

じ

」
を
「農

業
。
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改

良
助

長
法

施
行

令

（昭
和

２
７
年

政
令

第
１

４
８
号

）第
３

条
第
１

号
に

基
づ

き
農

林
水

産
大

臣

の
指

定
す
る

都
道

府
県

立
農

業
者

研
修

教
育

施
設

（以
下

「都
道

府
県
立

農
業

者
研

修
教

育
施

設

」

と
い

う

」
に
改
め
、
同
表
２
短
大
卒
の
部
一
短
大
３
卒
の
項
⑴
中
「卒

業

」
の
次
に
「又

は
専

門
職

大
学

の
修
業

年
限

３
年
の

前
期

課
程

の
修

了

」
を
加
え
、
同
項

を
同
項

と
し
、
同
項
⒁
か
ら

ま
で
を
同
項
⒂
か
ら

ま
で
と
し
、
同
項
⒀
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⒁
歯
科

技
工

士
法

（昭
和

３
０

年
法

律
第

１
６
８

号

）第
１

４
条

第
２

号
の

規
定

に
基

づ
き

都

道
府

県
知

事
が

指
定

し
た

歯
科

技
工

士
養

成
所

の
昼

間
課
程

（地
域

の
自

主
性

及
び

自
立

性
を

高
め

る
た

め
の

改
革

の
推

進
を

図
る

た
め

の
関

係
法

律
の
整

備
に

関
す
る

法
律

（平
成

２
６

年

法
律

第
５

１
号

）に
よ

る
改

正
前

の
同

号
の

規
定

に
基

づ
き
厚

生
労

働
大
臣

が
指

定
し

た
歯

科

技
工

士
養

成
所

の
昼
間

課
程

を
含

む
も

の
と

し

「高
校

３
卒

」を
入

学
資

格
と

す
る
修

業
年

、

限
３
年

以
上

の
も

の
に

限
る

）の
卒
業

。

別
表
第
四
２
短
大
卒
の
部
二
短
大
２
卒
の
項
⑴
中
「卒

業

」
の
次
に
「又

は
専

門
職

大
学

の
修

業

年
限
２

年
の

前
期

課
程

の
修

了
」
を
加
え
、
同
項
⑹
中
「独

立
行

政
法

人
農

業
・

食
品

産
業

技
術

総

合
研
究

機
構

（
」
を
「国

立
研

究
開

発
法

人
農

業
・

食
品

産
業
技

術
総

合
研

究
機

構

（旧
独
立

行
政

法
人
農

業
・

食
品
産

業
技

術
総

合
研

究
機

構

」
に
改
め
、
同
項
⒂
中
「
（昭

和
３

０
年

法
律
第

１
、

６
８

号

）
」
を
削
り
、
「歯

科
技

工
士

養
成

所

」
の
次
に
「の

課
程

」
を
、
「卒

業

」
の
次
に

「
（短

大
卒

の
欄

第
１
号

⒁
に

規
定

す
る

も
の

を
除

く

）
」
を
加
え
、
同
表
３
高
校
卒
の
部
二
高

。

校
３
卒
の
項
⑻
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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